
して.献血者に対する健康管理サ-ビスの充実等による健康な献血者の確保,献血

者の本人確認の徹底等の検査目的献血の防止のための措置を講ずるなど1善意の献

一一血者の協力を得て,血準製剤の安全性を向上するため1の対策を推進するD

61採血基準の在り方の検討

.国は1献血者の健康保護を第-に考慮しつつ,献血の推進葵び血液の有効利用の

観点から1採血基準の見直しを行うo

61まれな血液型の血液の確保

.採血事業者は,まれな血液型を持つ患者に対する血液製剤の供給を確保するため-

まれな血液型を持つ者に対し,その意向を踏まえ,登録を依額するo

.国臥 まれな血液型の血液の供給状況について調査するo

2 血液製剤の在庫水準の常時把握と不足時の的確な対応

.臥都道府県及び採血事業者虹赤血球製剤等の在庫水準を常時把握し-在庫が不

足する.場合又は不足が予測される場合には,供給に支障を及ぼす危険性を勘案し,国

及び採血事業者が策定した対応マニュテルに基づき早急に所要の対策を.講ずること

が重要である.

3 災害時等における献血の確保等
. .国1都道府県及び市町村は1災害時等における献血が確保されるよう,採血事業者

と連携して必要とされる献血量を把握した上で1様々な広報事段を用いて.1需要に見

合った広域的な献血の確保を行うことが必要である.

.国1都道府県及び市町村は,災害時において,製造販売業者等関係者と連携し-献

血により得られた血液が円滑に現場に供給されるよう捨置を講ずることが必要であ

る.またl採血事業者は,災害時における献血受入体勧を梼築し,広域的な需給調整

l等の手順を定め1国1都道府県及び市町村と連携して対応できるよう備えることによ

り.災害時における献血の受入れに協力するo

ちよく

4 献血推進施策の進捗状況等に関する確認と評価

.国1都道府県及び市町村は-献血推進のための施策の短期的又は長期的な効果及び

ち上く

進捗状臥採血事菓者によb.献血の受入れの実績を確認し,その評価を行うことに

より1次年度の献血推進計画等の作成に当たり参考とするoまた-必要に応じ1献血

推進のための施策を見直すことが必要であるo

.国はl献血推進運動中央連終協議会等の機会を括用し,献血の推進及び受入れに関

し関係者の協力を求める必要性について民間の献血推進組織等とも認識を共有する

とともに,必要な措置を講ずるo

.採血事業者は-献血の受入れに関する実績や体制等の評価を行い1献血の推進に活

用するo
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